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提供票（予定）、実績票、計画書などをオンライン送受信するシステム

地域包括⽀援センター、居宅介護⽀援事業所、
居宅サービス事業所、介護予防・総合事業サービス（従前・A型）との

ケアプラン（書類）のやりとりをオンラインで完結できる仕組み

この仕組みには⼤きな特徴があります

地域包括⽀援センター
居宅介護⽀事業所

居宅サービス事業所
介護予防・総合事業サービス

「地域包括⽀援センター・居宅介護⽀援事業所」と「居宅サービス事業所・介護予防・総合事業サー
ビス）」の双⽅で活⽤しなければ、残念ながら効果は限定的になってしまうのです…

みんなで声を掛け合い、みんなで活⽤することで、みんなにとって⼤きなメリットが⽣まれるのです︕
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ケアプランデータ連携システムでやりとりできる書類

CSV 「CSVファイル」
ケラプランデータ連携システムを利⽤することで、直接介護ソフトに取り込むことができます
事業所番号などの⼊⼒も不要です

PDF 「添付ファイル」
安⼼・安全にPDF、写真など（jpeg,jpg,png,gif)、テキスト（txt）を送受信できます
・データの保管は、ファイルとしての保管または紙での保管になります
・基本的には介護ソフトへの取り込みはできません
・Word,Excel,PowerPointの送受信はできません

【要介護】
l 居宅サービス計画書（第１表〜第３表）
l 提供票※予定（第６、７表）
l 提供票※実績（第６、７表）

【要⽀援】
l 介護予防サービス・⽀援計画書
l 利⽤者基本情報（予防様式）
l 家族情報の画像（ジェノグラム）

l 介護保険証、負担割合証、負担限度額認定証などの証書の写し
l サービス担当者会議録、サービス事業所の個別サービス計画書、機能訓練計画書、評価表、利⽤状況
報告書などの利⽤者に関する書類

l ⽪膚状況や家屋状況、その他写真
l その他、事業所へ周知したい情報（詐欺被害や介護予防に関する情報）、空き状況や広報紙等

写真
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導⼊⽀援プログラム（5回の実践研修会）

◆ 導⼊から活⽤までの⼿順の説明
◆ 事前確認項⽬について
（PC環境/介護ソフト/電⼦請求⽤ID）

◆ 利⽤開始までの流れ
（製品ダウンロード/電⼦証明書インストール/
利⽤申請/フリーパス適⽤）

◆ 現状の業務・課題の棚卸し

システム利⽤開始まで
◆ 第1回⽬のおさらい
◆ 送信⽤データの準備
◆ 連携システムへのログイン
◆ 連携システムでの送受信⽅法
◆ 連携対象の事業所の確認
◆ 質疑応答

システム基本操作
◆ 第2回⽬までのおさらい
◆ 試⾏的送受信の実施
◆ 送受信結果の確認
◆ よくあるエラーと対応⽅法
◆ 質疑応答

送受信の試⾏

第1回
(10⽉16⽇ 13時-14時)

第2回
(11⽉14⽇ 13時-14時)

第3回
(12⽉15⽇ 13時-14時)

◆ 連携システム活⽤成果の確認
◆ 連携システムのさらなる活⽤⽅法
（利⽤者状態の共有、事業所サービス情報の案内など）

さらなる活⽤編

第4回
（1⽉16⽇ 13時-14時） 【充実のサポート体制】

• 『ケアプランデータ連携システム 実践ガイド』
の配布

• 個別サポートの実施
・ メール︓お問い合わせフォーム
・ 電話︓コールセンター

導⼊・運⽤⽅法の説明
ここからは

どんどん運⽤していきましょう︕

さらに仲間を増やして余⼒を⽣み出しましょう︕

これができれば、もうケアプー活⽤する
準備はバッチリです︕

できる⽅は、どんどんやってみましょう︕︕ しかし、やってみることに
不安のある⽅は

ここで「練習してみましょう︕」
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第1回、第2回実践研修では

◆ 導⼊から活⽤までの⼿順の説明
◆ 事前確認項⽬について
（PC環境/介護ソフト/電⼦請求⽤ID）

◆ 利⽤開始までの流れ
（製品ダウンロード/電⼦証明書インストール/
利⽤申請/フリーパス適⽤）

◆ 現状の業務・課題の棚卸し

システム利⽤開始まで
◆ 第1回⽬のおさらい
◆ 送信⽤データの準備
◆ 連携システムへのログイン
◆ 連携システムでの送受信⽅法
◆ 連携対象の事業所の確認
◆ 質疑応答

システム基本操作

第1回
(10⽉16⽇ 13時-14時)

第2回
(11⽉14⽇ 13時-14時)

第1回の実践研修ではケアプランデータ連携システムのインストールまでの⼿順、
そして第2回の実践研修では送受信の⽅法について実践ガイドを元に説明を⾏いました

これができれば、もうケアプー活⽤する準備はバッチリです︕
できる⽅は、どんどんやってみましょう︕︕
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第3回実践研修では
今回の研修は、「いきなり多くの事業所と連携するのは不安…」という⽅向けに、送受信
の練習（⼩さな試⾏）を⾏う回で、実際の運⽤に⼊る前に、少しずつ慣れていただくこと
を⽬的にしています。
すでに
・運⽤を始めている⽅
・送受信に問題がなく、実施できている⽅は、この試⾏は無理に参加する必要はありません。
そのまま どんどん実践に進んでください︕

◆ 第2回⽬までのおさらい
◆ 試⾏的送受信の実施
◆ 送受信結果の確認
◆ よくあるエラーと対応⽅法
◆ 質疑応答

送受信の試⾏

第3回
(12⽉15⽇ 13時-14時)

◆ 連携システム活⽤成果の確認
◆ 連携システムのさらなる活⽤⽅法
（利⽤者状態の共有、事業所サービス情報の
案内など）

さらなる活⽤編

第4回
（1⽉15⽇ 13時-14時）

試⾏で練習してみて、「できると思ったら、どんどん運⽤していきましょう︕」



試⾏的実施の実施内容

l送受信に対して不安がある事業所の皆様が⼩さく練習をする機会です
lすでに運⽤を開始している。または、送受信に不安はない事業所は運⽤を進めてく

ださい。特に試⾏に合わせて進捗を遅らせること必要はありません
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送受信の試⾏の⽅法（居宅・包括↔サービス事業所）

地域包括⽀援センター
居宅介護⽀援事業所

居宅サービス事業所等
介護予防・総合事業サービス

●●介護計画

事業所サービス計画書作成 ※3-12ヶ⽉に1回

●●介護計画

提供票※実績（第6、7表）
⽉初

⽉末

1⽇〜6⽇

介護予防計画書
居宅サービス計画書第1表-第３表

20⽇〜31⽇

※添付ファイル

提供票※予定（第6、7表）

実績⼊⼒実績確認
ダウンロード

介護
ソフト 取り込む

CSV CSV

内容確認
CSV

介護
ソフト

取り込む
CSV

内容
確認 PDF

確認作成
CSV CSV

介護
ソフト

作成※3-12ヶ⽉に1回

※添付ファイル

介護
ソフト

PDF保管 PDF

介護
ソフト

ダウンロード

作成

作成

作成ダウンロードファイル、紙にて

介護
ソフト

作成

介護
ソフト

ダウンロード

参照

介護予防計画書
居宅サービス計画書第1表-第３表

①

②

③

提供票※予定（第6、7表）

提供票※実績（第6、7表）
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番号 実施内容 実施時期（⽬安） 地域包括・
居宅 サービス事業所

① • 提供票※予定の送受信 • 12/18-26 • 送信 • 受信

② • 提供票※実績の送受信 • 1/1-6 • 受信 • 送信

③
• 介護予防⽀援計画書や
• 居宅サービス計画書
• その他の書類のやり取り

• 随時 • 受信と送信
• PDFファイル等
の受信と送信

• 受信と送信
• PDFファイル等
の受信と送信

l まずは試⾏的にファイルのやり取りをしてみましょう
l ⼩さくやってみて、「簡単だった」、「もう少し使ってみよう」と思われた事業所は、他にも

送受信を⾏なってみてくだっさい
l 受信と送信の⽅法については、実践ガイドの送信と受信の⽅法をご確認ください

送受信の試⾏の⽅法
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送受信を“試⾏（練習）”として⾏う場合は、メッセージ機能に以下の2点を必ず記載してく
ださい。
1. 「これは試⾏です」 と明記する
2. 送信した利⽤者名 を記載する
こうしておくことで、
相⼿にも「これは練習の送受信だ」とすぐ分かりますし、万が⼀データを取り込んだ場合でも、
「誰のデータなのか」が明確になります

送受信の試⾏の⽅法

「これは試⾏です」
利⽤者名はA様です
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包括と委託居宅とサービス事業所の連携（⼀般的な流れ）

地域包括⽀援センター 居宅介護⽀援事業所
（委託）

介護予防・
総合事業サービス

介護予防計画書 介護予防計画書 介護予防計画書

実績票（第6、7表）実績票（第6、7表）実績票（第6、7表）

提供票（第6、7表）提供票（第6、7表） 提供票（第6、7表）

複数事業所を集約 それぞれに送信

複数事業所を集約

介護
ソフト CSV

実績確認
CSV

介護
ソフト

実績確認
CSV

介護
ソフト
実績⼊⼒

CSV

介護
ソフト
作成

介護
ソフトCSV

確認
CSV

介護
ソフト
作成

CSV
介護
ソフトCSV

確認

介護
ソフト CSV

確認

ダウンロード

ダウンロード ダウンロード

ダウンロード

作成作成 ダウンロード

作成

作成

※ケアプランデータ連携システムに対応していない
介護予防・総合事業サービス分は従来の運⽤

PDF
ダウンロード

内容
確認保管

ファイル、紙にて

令和7年4⽉のケアプランデータ連携システムのバージョンアップにより、地域包括⽀援センターと委託
居宅介護⽀援事業所との間において、要⽀援者の実績票や予定票の連携が可能になりました。
予防や事業対象者のケースを委託で受けている居宅介護事業所と介護予防・総合事業サービスは
もちろんのこと、※１地域包括⽀援センターと予防や事業対象者のケースを委託で受けている居宅介
護事業所のやり取りもできるようになっています。
※１ 機能の未対応もあり、全ての介護ソフトで運⽤ができるわけではありません
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サービス事業所が⼭都町の委託居宅介護⽀援事業所と
予防や事業対象者のデータを送受信する際の注意点

⼭都町包括から介護予防の委託を受けている⼭都町の居宅介護⽀援事業所(現在は７事業所)は、
⼭都町包括と独⾃のシステムを活⽤してデータのやりとりを⾏なっています。その影響で、介護予防・総合
事業の利⽤者に関してはCSVの送受信が⾏えず、PDFで送受信を⾏う必要があります。
l 地域包括⽀援センターと委託居宅介護⽀援事業所・・・ダンソフトウェアのシステム利⽤
l 委託居宅介護⽀援事業所とサービス事業所・・・ケアプランデータ連携システムでPDFを使⽤

包括と委託居宅とサービス事業所の連携（⼭都町の場合）

地域包括⽀援センター 居宅介護⽀援事業所
（委託）

介護予防・
総合事業サービス

介護予防計画書 介護予防計画書 介護予防計画書

実績票（第6、7表）実績票（第6、7表）実績票（第6、7表）

提供票（第6、7表）提供票（第6、7表） 提供票（第6、7表）

それぞれに送信
介護
ソフト
実績確認

PDF
介護
ソフト

実績⼊⼒

介護
ソフト
実績⼊⼒

PDF

介護
ソフト
作成

介護
ソフトPDF

確認
PDF

介護
ソフト
作成

PDF
介護
ソフトPDF

予定⼊⼒

介護
ソフト
確認 ダウンロード

ダウンロード

作成ダウンロード

作成

作成

内容
確認保管

ファイル、紙にて

ダンソフトウェアの
システムにて運⽤

ケアプランデータ連携システム
で「PDF」を利⽤
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⼭都町の居宅介護⽀援事業所とサービス事業所のまとめ

送受信 給付 使⽤するファイル 備考
居宅↔サービス事業所 介護 CSVファイル

地域包括↔サービス事業所 予防・総合 CSVファイル

委託居宅↔サービス事業所 予防・総合 PDFファイル CSVファイルは
使⽤ができません

地域包括↔委託居宅 予防・総合 ダンソフトウェア

• 居宅サービス計画書（第１表〜第３表）
• 提供票※予定（第６、７表）
• 提供票※実績（第６、７表）
• 介護予防の計画書
• 基本情報

などのデータのやり取りで使⽤するファイルは上記の通りです。
⾚字が⼭都町の委託居宅とやりとりする際の独⾃のルールになります。
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御船町と⼭都町の導⼊事業所⼀覧

l 各町の導⼊状況については WAM NETにも掲載されていますが、反映までに時間差が
ある場合があります。

l そのためTRAPEでは、アンケート回答や各町から確認できた最新情報をもとに、
「事業所の導⼊⼀覧表」を特設応援サイトに掲載しています。
内容は随時アップデートしています。

⼭都町、御船町特設サイト
https://www.notion.so/trape/287ef4288a70810badb8c1e64a7e8830?so
urce=copy_link

導⼊済み・導⼊予定なのに⼀覧に載っていない場合は、お⼿数ですが、下記の「問い合わ
せフォーム」もしくは「コールセンター」にご連絡ください。
• 問い合わせフォーム（https://forms.gle/yJrSuVEiLrDmJcyC9）
• TRAPEコールセンター（☎ 050-1724-3070）
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御船町の導⼊事業所⼀覧 令和7年12⽉10⽇現在
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⼭都町の導⼊事業所⼀覧 令和7年12⽉10⽇現在



ワンポイントアドバイス等
※第2回研修より（追加有）
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運⽤とルールについて

a. 実績が無い場合は送受信ができない
b. 限度額オーバーのため10割負担が発⽣する場合が提供票に記載されない

紙でのやり取りの際は⾃分の事業所以外の予定も⾒みることができました
が、ケアプランデータ連携システムではその事業所の予定と実績しか⾒るこ
とができません。そのため、紙の時と運⽤⽅法が⼀部変わります
c. 受信しても通知が来ない
d. 誤表⽰などエラーが出た場合の対応
e. 同⼀事業所番号で複数の事業所の運⽤を⾏う場合の対応
f. 同⼀端末（同じパソコン）で複数の事業所のケアプランデータ連携システムを利
⽤する場合

g. ケアプランデータ連携システムのバージョンの確認

ケアプランデータ連携システム⾃体や介護ソフトの対応状況により運⽤に
注意や⼯夫が必要になる場合があります
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運⽤とルールについて

a. サービス事業所の実績が無い場合は送受信ができない
実績が無い場合は、提供票に⼿書きで0を記⼊する。空欄のままで渡す。「今⽉は利⽤があり
ませんでした」など⼿書きでコメントを書いて渡すなどの⽅法で居宅介護⽀援事業所に利⽤がな
かったことを伝えていたと思います。ケアプランデータ連携システムでは、実績が無い場合は送信
ができません。

メッセージ機能を使うまたは、PDFで⼿書きで書いた実績票を送ることでとカバーできます
⼯夫
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b.限度額オーバーのため10割負担が発⽣する場合が提供票に記載されない
提供票別表に限度額がオーバーした場合の単位数があくまでも予定で載っていたと思いますが、
ケアプランデータ連携システムでは、その事業所の分のみが提供票に記載されるため、限度額が
オーバーしていることがサービス事業所では気づくことができなくなります

メッセージ機能を使い、限度額がオーバーする⼈の⽒名と単位数を記載し送る必要がありま
す

Aさんは今⽉120単位が限度額オーバーのため１０割負担でお願いし
ます

⼯夫

運⽤とルールについて
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運⽤とルールについて

c.受信しても通知が来ない
新しいデータが来ても受信したことは、ケアプランデータ連携システムにログインしないとわかりません。

あらかじめ、いつ送信するかを決めておく、また誰が操作してみるのかを決めておくことで忘れる
ことを防げます

• ⼿帳などに記載しておきましょう
• 事業所間で送受信の時期を決めておくと便利です

⼯夫
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運⽤とルールについて

d.誤表⽰などエラーが出た場合の対応
⾃事業所と相⼿の事業所の介護ソフトの互換性の問題が考えられます

先に個別送信機能でPDFファイルでデータの送受信を⾏い、介護ソフト上で先に修正をする
ことをオススメします

• 介護ソフトの互換性やエラーの場合は修正対応に時間がかかる場合があります
• PDF機能を使うことで、介護ソフトに取込はできませんがデータ上でやりとりができますので
先に実績や予定などの送信を⾏うことをおすすめします

⼯夫
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運⽤とルールについて

e.同⼀事業所番号で複数の事業所で運⽤する場合の対応

運⽤の⽅法としては2つの⽅法が考えられます
※推奨は1ユーザーIDで１台のパソコンとなっていますが、電⼦証明書等をインストールすることで
各事業所ごとでも使⽤することができます。その場合、送信履歴が送信した端末しか残らないことなど注意点があります。

事前に介護ソフトベンダーともご相談ください

1. １台のパソコンでケアプランデータ連携システムの送受信を⾏う
CSVファイルはサーバーまたはクラウドに保管する

2. 受信はケアプランデータ連携システム、介護ソフトともに請求⽤パソコンなどで⼀括して取込み
を⾏い、送信はそれぞれの事業所ごとのパソコンで⾏う
CSVファイルは受信はサーバーまたはクラウドに保管する
※1.,2.は複数の事業所分のCSVファイルを介護ソフトが取込みができるか介護ソフトベンダーに確認が
必要です

※注意点︓同⼀IDで複数台利⽤している場合、この場合は受信⽤として使⽤しない端末では
「受信⼀覧」の選択しないようにしてください。先に受信⼀覧をクリックした端末のみに受信データが
⼊る仕組みになっています

⼯夫

前回配布資料から差し替え
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運⽤とルールについて

e.同⼀事業所番号で複数の事業所で運⽤する場合の対応 v３の介護ソフトの場合

l V3とV4はCSVファイルの作り⽅が異なります
l V4は、送信元・送信先のCSVファイルに事業所番号に事業所種別が⼊ります
l V3は、送信元・送信先のCSVファイルに事業所番号のみしか⼊りません
そのため、下記の例のような現象が起こる可能性があります
※介護ソフトにより問題なく⾏える場合もあります

例︓デイ・ヘルプ（訪問介護）の⼆つの事業所を同⼀事業所番号で運営している
1. デイの差し替えの提供票が届き取込を⾏ったところヘルプの⼊⼒していた実績が消える
→新しい提供票をデイとヘルプ双⽅の提供票と認識

2. デイの提供票を取込むと、ヘルプの提供票が消える
→取込んだCSVファイルをデイとヘルプ両⽅のCSVファイルだと認識

• 提供票の取込み、実績票の送信は、双⽅の予定・実績が揃った⼀台のパソコンで⾏う
• 介護ソフトベンダーにより、取込み⽅が異なるため、介護ソフトベンダーに尋ねる
• どうしても対応が難しい場合は、PDFでのやり取りを⾏う

⼯夫



24TRAPE Inc. All Rights Reserved.

参考︓複数台利⽤の注意点
※ケアプランデータ連携システムヘルプデスクホームページより
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※「受信⼀覧」をクリックすると受信します
受信したパソコン以外は受信⼀覧が表⽰
されません

参考︓複数台利⽤の注意点
※ケアプランデータ連携システムヘルプデスクホームページより
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参考︓複数台利⽤の注意点
※ケアプランデータ連携システムヘルプデスクホームページより



27TRAPE Inc. All Rights Reserved.

参考︓複数台利⽤の注意点
※ケアプランデータ連携システムヘルプデスクホームページより
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f. 同⼀端末（同じパソコン）で複数の事業所のケアプランデータ連携システムを利⽤
する場合

訪問介護、訪問看護など事業所番号やKJから始まるユーザーIDが異なる場合でも、
同⼀のパソコンに電⼦証明書をインストールしている場合は、どちらか⽚⽅のKJから
始まるユーザーID及び国保連電⼦請求受付システムでログインした場合は、受信⼀覧に
は訪問介護、訪問看護双⽅のデータが受信されます。

同じ介護ソフトに⼀括して読み込み⾏う場合には⼀括取得、それぞれの事業所ごとで
取得する場合はデータ取得にて取得します。

⼯夫

第2回より追加運⽤とルールについて
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g.ケアプランデータ連携システムのバージョンの確認

ケアプランデータ連携システムのアプリのバージョンが古い場合に送信時、「添付ファイル名の形式に誤
りがあります。標準仕様の送信単位に従ったファイルを添付してください。」と表⽰され送信ができま
せん。最新はVer1.2.0です

実践ガイドの準備・導⼊編のケアプランデータ連携システムのインストールに従い、再度システムを
ダウンロードしてください

対応

第2回より追加運⽤とルールについて
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